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リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。（平成24年度は28件の相

談がありました。）          

        次回相談予定日  平成２５年９月６日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

   

■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 

           
  

 

   
         

                                      

        

         

                  

                                  

                 
  

     

《パソコン講習会のご案内》 

Ｅｘｃｅｌ（エクセル） 
 

 

 日 時： ８月２１日（水） 13:30～16:30 

 場 所： 大山田産業振興センター ２階研修室 

 対   象： 初級者・中級者（文字入力ができる方） 

 定 員： １０名（先着順） 

 講 師： PCオフィス ドルフィン 安川俊哉 氏 

 受講料： 無 料 

 内 容； ① 見積書作成 

      ② 請求書作成 

Ｗｏｒｄ（ワード） 
   

 日 時： ８月２２日（木） 13:30～16:30 

 場 所： 大山田産業振興センター ２階研修室 

 対   象： 初級者・中級者（文字入力ができる方） 

 定 員： １０名（先着順） 

 講 師： PCオフィス ドルフィン 安川俊哉 氏 

 受講料： 無 料 

 内 容： ① 文書作成 

      ② ワードアートを使ったPOP・プライス 

        カード作成 

※ どちらの講習会もパソコンは商工会で準備します。講師２名でサポートしますので、この機会に是非受講  

  ください。 お申し込みは本所（電話：４５－２２１０）まで。 

若手経営塾  受講生募集！ 
 

    

             

              

        

       

     
 

             



 

      次回の 会員一斉訪問実施予定日は ９月４日（水） です  
 

  

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２５年８月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 ２．０５％   → 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．７５％   ↗ 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

記帳継続指導個別相談会のお知らせ 
 

      

              

             

  
   

 

 

             

            

          

 

地域産業保健センターの活用を！  
     

  伊賀地域の５０人未満の小規模事業場の事業主や働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた健康相談など 

 の産業保健サービスを伊賀地域産業保健センターでは無料で行っておりますのでご活用ください。 （健康診断の結果、異 

 常の所見があった労働者に関して、医師から意見を聞くことは、労働安全衛生法（第６６条の４）により、事業者に義務付 

 けられています。） 
 

     ○健康診断結果に基づく医師の意見聴取 

      ○脳心臓疾患のリスクの高い労働者に対する保健指導 

     ○メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導 

     ○長時間労働者に対する面接指導                        

     ※ お問い合わせ 伊賀地域産業保健センター 

                〒518-0823 伊賀市四十九町 伊賀医師会館内 

                電話 0595—24-3613   FAX 0595-24-3409 

《消費税講習会のご案内》 
 

   昨年８月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法改正」により、消費

税は平成２６年４月１日に８％に、平成２７年１０月１日に１０％に２段階で引上げられることに法律が改正され

ました。消費税改正法では景気状況を２５年秋に判断し、消費税率引上げの停止を含め所要の措置を講ずるとなっ

ています。契約時期・内容等によっては、消費税引上げ後も改正前の税率が適用される「経過措置」が定められて

います。例えば工事請負契約の場合、経過措置の「指定日」（平成２５年１０月１日）より前に契約を締結してい

れば、適用日（平成２６年４月１日）以後に引渡しを行っても改正前の税率（５％）が適用されます。 

 伊賀市商工会では「消費税改正と経過措置」について講習会を開催致します。是非この機会に受講いただき、消

費税引上げの事前対応をお願い致します。 
 

 

                   日     時： 平成２５年８月２３日（金） １３：３０～１５：００ 

                   場   所： 伊賀市商工会館 ２階研修室 （伊賀市下柘植723-1） 

                   講     師： 税理士 安 屋 淳 史  氏 

                   テ ー マ： 『消費税改正と経過措置について』 

                   受 講 料： 無 料 

                   申込締切： ８月１６日（金） 
 

               ※  お申し込み・お問い合わせは･･･本所（45-2210）までお電話ください。 


